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一

は

じ

め

に

「
四
〇
〇
年
の
歳
月
は
流
れ
た
。
そ
し
て
、
い
ま
、
国
際
法
は
構
造
的
転
換
の
過
程
に
は
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
壮
大
な

構
造
転
換
と
い
う
形
容
に
ふ
さ
わ
し
い
過
程
の
よ
う
に
思
わ
れ
る(1
)」。

こ
の
文
章
で
始
ま
る
石
本
泰
雄
「
国
際
法
―
―
そ
の
構
造
転
換
へ

の
始
動
（
一
）」
が
本
誌
に
発
表
さ
れ
た
時
の
興
奮
は
、
国
際
法
の
勉
強
を
始
め
た
ば
か
り
の
筆
者
に
と
っ
て
は
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な

い
。
一
九
八
〇
年
に
発
表
さ
れ
、
連
載
を
予
定
し
た
こ
の
論
考
は
、
し
か
し
な
が
ら
完
結
せ
ず
、
一
九
八
八
年
の
『
横
田
先
生
鳩
寿
祝
賀
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国
際
関
係
法
の
課
題
』
の
巻
頭
を
飾
る
「
国
際
法
の
構
造
転
換
」
論
文
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(2
)。

こ
の
「
国
際
法
の
構
造
転

換
」
論
文
を
巻
頭
に
置
き
、「
構
造
転
換
」
に
ま
つ
わ
る
石
本
泰
雄
自
身
の
論
文
を
集
成
し
た
著
作
『
国
際
法
の
構
造
転
換
』
の
公
刊
に

よ
っ
て
「
転
換
」
論
は
一
つ
の
体
系
と
し
て
示
さ
れ
た(3
)。

世
紀
転
換
期
を
迎
え
た
一
九
九
八
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
は
、
冷
戦
終
結
後
の
国
際
社
会
の
変
動
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
国
際
法
規
の
あ
れ
こ
れ
の
変
化
や
変
質
が
語
ら

れ
た
が
、
そ
う
し
た
主
題
の
論
文
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
こ
の
「
国
際
法
の
構
造
転
換
」
が
引
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇

五
年
に
は
『
国
際
法
研
究
余
滴
』
と
題
さ
れ
た
第
二
の
論
文
集
が
公
刊
さ
れ(4
)、「

批
判
的
国
際
法
学
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
石
本
国
際
法
学
の

骨
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
に
は
ブ
ロ
グ
が
開
設
さ
れ(5
)、

時
事
問
題
も
含
め
た
エ
ッ
セ
イ
が
発
信
さ
れ
た
。
し
か

し
、
二
〇
一
一
年
一
月
の
「
転
倒
」
と
題
す
る
ブ
ロ
グ
を
最
後
に
公
の
発
信
は
な
く
な
っ
た
。
足
の
不
自
由
さ
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、

そ
の
後
も
元
気
に
過
ご
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
八
日
、
突
然
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
九
一
歳
の
誕
生
日
（
一
二
月
五

日
）
を
迎
え
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

本
稿
は
、
国
際
法
の
構
造
転
換
論
に
至
る
石
本
泰
雄
の
業
績
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
「
社
会
科
学
と
し
て
の
国
際
法

学(6
)」

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
国
際
法
学
を
展
望
す
る
に
あ
た
っ
て
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
拙
稿
を

本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
一
九
五
二
年
以
来
、
約
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
大
阪
市
立
大
学
に
在
職
し
、
そ
の
間
に
数
々
の
傑
作

を
生
み
出
し
て
、
日
本
の
国
際
法
学
を
リ
ー
ド
し
た
石
本
を
顕
彰
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る(7
)。

(⚑
)
石
本
泰
雄
「
国
際
法
―
―
そ
の
構
造
転
換
へ
の
始
動
（
一
）」『
法
学
雑
誌
』
二
六
巻
三
・
四
号
（
一
九
八
〇
年
）
五
五
頁
。

(⚒
)
石
本
泰
雄
「
国
際
法
の
構
造
転
換
」『
横
田
喜
三
郎
鳩
寿
祝
賀

国
際
関
係
法
の
課
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
一
―
三
六
頁
。

(⚓
)
石
本
泰
雄
『
国
際
法
の
構
造
転
換
』（
有
信
堂
、
一
九
九
八
年
）。

(⚔
)
石
本
泰
雄
『
国
際
法
研
究
余
滴
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
五
年
）。

(⚕
)
こ
の
ブ
ロ
グ
は
「
石
遊
録
」
と
題
し
て
お
り
、
勿
論
更
新
さ
れ
な
い
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

論 説
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http://blog.goo.ne.jp/ishim
-il（
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
訪
問
）。

(⚖
)
松
井
芳
郎
「
社
会
科
学
と
し
て
の
国
際
法
学
」
山
手
治
之
・
香
西
茂
編
集
代
表
『
国
際
社
会
の
法
構
造
：
そ
の
歴
史
と
現
状
』（
東
信
堂
、
二

〇
〇
三
年
）
五
―
四
五
頁
参
照
。

(⚗
)
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
冒
頭
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
石
本
泰
雄
ゼ
ミ
の
一
員
と
し
て
国
際
法
の
勉
強
を
始
め
た
ば

か
り
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
修
業
時
代
か
ら
教
員
と
し
て
研
究
生
活
を
続
け
て
い
る
今
日
ま
で
、
直
接
・
間
接
に
恩
恵
を
被
っ
た
だ
け
で
な
く
、

折
り
に
触
れ
て
石
本
国
際
法
学
の
簡
単
な
解
剖
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
桐
山
孝
信
「
書
評

石
本
泰
雄
著
『
国
際
法
の
構
造
転

換
』」『
法
の
科
学
』
二
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
二
四
―
二
二
八
頁
、
同
「
石
本
泰
雄
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
（
第
二
版
）』（
三

省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
七
―
二
八
頁
。
ま
た
、
桐
山
孝
信
・
杉
島
正
秋
・
船
尾
章
子
編
『
転
換
期
国
際
法
の
構
造
と
機
能
』（
国
際
書
院
、
二

〇
〇
〇
年
）
の
「
は
し
が
き
―
―
献
呈
の
辞
」
一
―
三
頁
。
本
稿
に
よ
っ
て
も
、
石
本
国
際
法
学
と
い
う
高
峰
を
踏
破
し
た
わ
け
で
は
全
く
な
い
。

十
分
な
登
攀
準
備
を
し
て
臨
む
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
恩
師
の
急
逝
に
接
し
て
取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
飛
び
出
し
た
心
境
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

本
稿
の
一
部
は
前
掲
の
書
評
を
利
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
本
稿
が
米
澤
先
生
の
退
職
記
念
を
祝
う
文
章
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
内
心
忸
怩

た
る
も
の
が
あ
る
が
、
米
澤
先
生
の
御
海
容
を
乞
う
ば
か
り
で
あ
る
。

二

中
立
の
国
際
法
研
究

⑴

中
立
の
歴
史
的
研
究

一
九
四
八
年
に
東
京
大
学
法
学
部
助
手
と
な
り
、
横
田
喜
三
郎
の
も
と
で
国
際
法
の
研
究
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
石
本
泰
雄
で
あ

る
が
、
ま
ず
着
手
し
た
の
は
『
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
国
際
法
』
の
通
読
で
あ
っ
た
と
い
う(8
)。

そ
れ
を
読
破
し
た
後
、
本
格
的
に
中
立
制
度
の

研
究
に
入
る
こ
と
と
な
り
、
助
手
論
文
と
し
て
「
中
立
制
度
論
」
を
書
き
上
げ
る
。『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
に
発
表
さ
れ
た
「
中
立
制
度

の
成
立
過
程
」（
一
九
五
二
年
～
五
三
年
）
は
、
そ
の
第
一
、
二
章
に
相
当
す
る
。
そ
の
後
も
矢
継
ぎ
早
に
中
立
に
関
す
る
論
考
を
発
表

し(9
)、

一
九
五
八
年
四
月
に
は
、
日
本
の
国
際
法
学
界
に
お
け
る
記
念
碑
的
著
作
で
あ
る
『
中
立
制
度
の
史
的
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
弱
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冠
三
三
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
研
究
履
歴
を
記
す
著
書
の
「
は
し
が
き
」
に
は
、
ま
た
著
者
の
問
題
意
識
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
⑴

「
関
心
を
も
っ
と
も
強
く
と
ら
え
た
」
戦
争
の
法
化
現
象
と
中
立
制
度
の
構
造
的
連
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
た
め

に
は
歴
史
的
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
、
⑵
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
に
あ
り
が
ち
な
単
な
る
事
実
の
列
挙
や
沿
革
の
叙
述

か
ら
一
歩
進
め
て
、
国
際
法
の
歴
史
的
本
質
の
解
明
を
志
向
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
⑶
近
代
国
際
法
の
体
系
的
支
柱
の
一
つ

と
し
て
の
中
立
制
度
の
過
去
と
現
在
の
検
討
こ
そ
が
こ
う
し
た
課
題
に
応
え
る
作
業
で
あ
る
こ
と
、
が
宣
言
さ
れ
る(10
)。

極
め
て
壮
大
な
問

題
意
識
と
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
。

こ
の
試
み
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
石
本
が
と
っ
た
「
戦
略
」
は
著
書
の
「
序
論
」
の
中
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
中

立
法
規
の
概
念
的
な
解
説
と
い
う
形
で
「
平
穏
」
に
出
発
す
る
が
、
ひ
と
た
び
石
本
の
手
に
か
か
れ
ば
生
き
物
の
ご
と
く
躍
動
を
始
め
る
。

以
下
の
三
点
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
古
典
的
国
際
法
で
の
中
立
法
規
は
、
交
戦
国
の
利
益
に
お
い
て
平
時
国
際
法
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
古
典
的
国
際
法
で
は
中
立
国
の
み
が
平
時
に
は
負
わ
な
い
義
務
を
負
う
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
戦
争
が
法
の
外
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
論
理
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
把
握
に
よ
っ
て
、
戦
争
の
違
法
化
現
象
が
中
立
制
度
の

根
幹
を
揺
る
が
し
、
崩
壊
さ
せ
て
い
く
と
い
う
歴
史
的
な
筋
道
が
明
ら
か
に
さ
れ
る(11
)。

第
二
は
、
中
立
法
規
の
内
容
の
う
ち
、
黙
認
義
務
が
詳
細
を
極
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
こ
に
、
中
立
商
業
の
自
由
の
確
保
と

交
戦
国
の
利
益
と
の
衝
突
点
を
見
出
し
、
社
会
経
済
的
基
礎
と
の
関
係
で
中
立
法
規
の
歴
史
的
研
究
を
行
う
こ
と
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を

宣
言
し
た(12
)。

こ
こ
で
は
、
地
中
海
商
人
層
の
自
治
的
商
人
法
で
あ
る
コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
が
海
上
中
立
法
規
の
萌
芽
形
態
で

あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
絶
対
主
義
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
て
、
国
際
法
と
の
関
連
が
出
て
き
た
こ
と
、
し
か
し
こ
の
前
期
的
資
本
の
時
期
に

論 説
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は
資
本
の
性
格
上
、
安
定
的
な
中
立
制
度
の
成
立
が
困
難
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
産
業
資
本
の
成
熟
と
と
も
に
国
内
で
の
生
産
的
基
礎
が

確
立
し
て
、
国
際
法
上
の
制
度
と
し
て
不
動
の
位
置
を
占
め
る
に
至
る
歴
史
的
過
程
が
論
じ
ら
れ
た(13
)。

こ
う
し
た
把
握
を
可
能
に
し
た
の

は
、
石
本
が
経
済
史
家
で
あ
る
大
塚
久
雄
の
論
考
を
丹
念
に
読
み
込
ん
だ
こ
と
に
よ
る(14
)。

た
し
か
に
当
時
の
社
会
科
学
、
特
に
法
律
学
の

状
況
を
考
え
れ
ば
、
大
塚
史
学
と
川
島
法
社
会
学
は
圧
倒
的
な
影
響
力
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
国
際
法
学
を
社
会
科
学
と
し
て
認

識
し
よ
う
と
志
す
者
に
と
っ
て
は
当
然
の
作
業
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い(15
)。

し
か
し
他
分
野
で
の
業
績
を
踏
ま
え
て
社
会
科
学
と
し
て
の

国
際
法
学
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
方
法
論
を
異
に
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
一
度
は
省
み
る
べ
き
道
で
は
な
か
ろ
う
か(16
)。

た
だ
し
大
塚
の
把
握
は
今
日
で
は
全
面
的
に
検
討
し
直
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

商
業
資
本
（
＝
暴
力
性
）
と
産
業
資
本
（
＝
寛
容
）、
遠
隔
地
市
場
（
＝
搾
取
的
）
と
極
地
圏
市
場
（
＝
開
発
的
）
と
の
対
立
、
お
よ
び

後
者
に
よ
る
克
服
を
近
代
化
と
見
る
シ
ェ
ー
マ
は
、
史
実
の
上
で
検
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
の
近
代

化
を
推
進
し
た
の
は
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
呼
ば
れ
る
地
主
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
今
日
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(17
)。

近
代
イ
ギ
リ
ス
史

の
再
検
討
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
典
型
性
」
で
は
な
く
「
特
異
性
」
な
い
し
「
個
性
」
が
強
調
さ
れ
る
現
在
で
は
、
近
代
社
会
の
モ

デ
ル
と
い
う
考
え
方
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
様
々
な
社
会
が
同
時
代
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、

新
た
な
世
界
史
像
、
た
と
え
ば
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
の
動
態
と
並
行
し
た
国
際
法
史
像
が
構
築
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う(18
)。

と
な
れ
ば
、
国
際
法
の
歴
史
的
性
格
づ
け
は
、
改
め
て
鋳
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
先
達
の
田
畑
茂
二
郎(19
)や

石
本
を
は
じ

め
と
す
る
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
野
心
的
な
国
際
法
学
者
の
「
近
代
」
に
対
す
る
捉
え
方
を
再
検
討
し
、
よ

り
大
き
な
視
野
か
ら
再
度
近
代
国
際
法
を
問
題
と
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

第
三
は
、
戦
争
の
法
化
現
象
と
中
立
制
度
の
構
造
的
連
関
関
係
が
、『
中
立
制
度
の
史
的
研
究
』
で
は
叙
述
の
順
序
と
し
て
上
記
二
点

よ
り
も
前
に
置
か
れ
、
国
際
連
盟
規
約
、
国
際
連
合
憲
章
の
規
定
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(20
)。

そ
こ
で
は
集
団
安
全
保
障
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体
制
の
確
立
と
伝
統
的
な
中
立
と
の
原
理
的
な
非
両
立
性
が
説
か
れ
る
が
、
論
証
と
し
て
は
、
上
記
二
点
を
明
ら
か
に
し
た
あ
と
で
検
証

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
は
、
中
立
制
度
全
体
が
侵
害
さ
れ
た
の
だ
が
、
石
本
に
よ
れ
ば
中
立
制
度
の
崩
壊
は
、
交
戦
国
（
大

国
）
に
よ
る
圧
力
に
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
の
産
業
・
金
融
が
中
立
に
よ
る
利
益
の
維
持
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
一
九
世
紀
の
段

階
と
異
な
り
、
帝
国
主
義
の
段
階
で
は
中
立
制
度
の
社
会
的
条
件
が
一
般
に
失
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
世
界
経
済
の
発
展
段
階
に
よ
る
規

定
性
を
重
視
す
る(21
)。

こ
の
社
会
的
条
件
の
下
で
、
戦
争
の
違
法
化
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
違
法
化
が
徹
底
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

伝
統
的
中
立
は
維
持
し
得
な
く
な
り
、「
事
実
上
の
戦
争
」
や
「
非
交
戦
状
態
」
な
る
概
念
が
登
場
し
、
国
連
憲
章
の
段
階
で
は
、
中
立

義
務
の
崩
壊
が
指
摘
さ
れ
る(22
)。

⑵

中
立
の
政
策
的
研
究

他
方
、
国
連
の
時
代
に
は
、
中
立
主
義
が
強
い
支
持
を
受
け
た
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
米
ソ
を
中
心
と
す
る
集
団
的
自
衛
の
平
時

に
お
け
る
体
制
化
の
進
行
（
あ
れ
こ
れ
の
軍
事
同
盟
条
約
の
締
結
）
が
、
あ
ら
か
じ
め
敵
対
国
を
想
定
し
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
防
衛
力
＝

抑
止
力
＝
軍
事
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
緊
張
の
激
化
を
促
進
す
る
側
面
を
有
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
、

同
盟
か
ら
の
中
立
、
す
な
わ
ち
非
同
盟
を
内
容
と
す
る
中
立
主
義
は
、
か
え
っ
て
集
団
安
全
保
障
体
制
の
実
態
的
基
盤
を
与
え
る
も
の
で

あ
り
、
東
西
の
緊
張
緩
和
の
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
機
能
す
る
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
平
時
に
お
け

る
中
立
主
義
こ
そ
が
、
今
日
的
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
紛
争
が
生
じ
た
後
も
、
衝
突
の
局
地
化
や
解
決
に
向
け
て

の
中
立
諸
国
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
機
能
は
古
典
的
国
際
法
に
お
け
る
中
立
義
務
の
結
果
と
し
て
の
機

能
と
は
論
理
構
造
を
異
に
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(23
)。
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な
お
、
中
立
の
研
究
に
つ
い
て
簡
潔
明
快
に
著
者
の
姿
勢
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
九
六
一
年
の
国
際
問
題
研
究
所
編
『
中
立

主
義
の
研
究

下
』
に
収
録
さ
れ
た
「
中
立
主
義
の
発
達
」
で
あ
り
、
石
本
中
立
制
度
論
を
締
め
く
く
る
論
文
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
冷
戦
終
結
後
の
現
在
、
中
立
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
。
石
本
の
時
代
と
は
や
は
り
違
う
観
点
が
必
要
な
の

か
ど
う
か
。
こ
の
点
で
は
、
中
立
制
度
の
成
立
と
戦
争
の
自
由
が
照
合
す
る
こ
と
は
認
め
る
と
し
て
も
、
成
立
過
程
は
あ
く
ま
で
中
立
商

業
の
自
由
と
の
関
連
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
戦
争
の
自
由
か
ら
中
立
制
度
の
成
立
が
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
は
し
て
い
な
い
。

逆
に
戦
争
の
違
法
化
と
中
立
の
消
滅
も
論
理
的
に
の
み
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
公
平
義
務
が
一
九
世
紀
に
成
立
し
た
こ
と

は
示
唆
的
で
あ
る
。「
中
立
」
の
変
質
と
、
に
も
関
わ
ら
ず
存
続
す
る
場
合
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

石
本
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
中
立
の
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
中
立
制
度
が
「
中
立
商
業
の

利
益
」
確
保
の
過
程
で
交
戦
国
と
の
妥
協
が
成
立
し
た
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
争
違
法
化
に
よ
る
規
範
意
識
の
変
化
は
、
中
立
国
が

「
戦
争
と
い
う
火
に
油
を
注
が
な
い
義
務(24
)」

を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
権
利(25
)」

を
確
保
す
る
も
の
と
と
ら

え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(⚘
)
石
本
泰
雄
『
中
立
制
度
の
史
的
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
一
頁
。
ま
た
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
『
国
際
法
』
は
い
く
つ
も
の
版
が
あ

る
が
、
石
本
が
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
版
は
、
東
京
大
学
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
で
検
索
し
た
限
り
で
推
測
す
る
と
、
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
が
編
集
し
た
第
五
版

（
一
九
三
五
年
刊
行
）
な
い
し
第
六
版
（
一
九
四
四
年
か
四
七
年
刊
行
）
と
思
わ
れ
る
。

(⚙
)
石
本
泰
雄
の
主
要
著
作
に
つ
い
て
は
、
桐
山
ほ
か
編
、
前
掲
書
注
⚗
、
五
八
二
―
五
八
九
頁
参
照
。

(10
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚘
、
一
頁
。

(11
)
同
右
、
三
三
頁
。

(12
)
同
右
。

(13
)
同
右
、
六
五
―
六
六
、
一
五
一
頁
。

(14
)
た
と
え
ば
、
同
右
、
七
三
―
七
四
頁
に
あ
る
注
を
見
よ
。
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(15
)
日
本
の
社
会
科
学
全
般
を
見
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
丸
山
眞
男
の
名
前
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
法
律
学
に
限
定
す
れ
ば
、
方
法
論

や
思
想
的
基
盤
の
考
察
に
お
い
て
は
、
大
塚
と
川
島
が
両
巨
頭
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(16
)
つ
い
で
に
述
べ
て
お
け
ば
、
最
初
の
公
表
論
文
で
あ
る
「
中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
上
）」
冒
頭
の
注
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ

ロ
テ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
既
成
の
国
際
法
論
文
を
見
慣
れ
た
者
に
と
っ
て
は
衝

撃
で
あ
ろ
う
。

(17
)
角
山
榮
・
川
北
稔
編
『
講
座
西
洋
経
済
史
Ｉ

工
業
化
の
始
動
』（
同
文
舘
、
一
九
七
九
年
）
二
五
頁
。
角
山
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
商
業
資

本
と
産
業
資
本
の
対
立
図
式
こ
そ
が
大
塚
史
学
体
系
の
根
幹
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
後
の
実
証
に
耐
え
ず
、
大
塚
以
後
に
見
る
べ
き
成
果
が
出

な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
同
、
二
五
―
二
六
頁
。

(18
)
た
と
え
ば
、
川
北
稔
『
世
界
シ
ス
テ
ム
論
講
義
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
に
み
る
世
界
史
の
展
開
が
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
う
。

(19
)
た
と
え
ば
、
外
交
的
保
護
権
の
確
立
を
重
商
主
義
に
求
め
、「
個
人
の
権
利
の
国
家
へ
の
埋
没
」
が
必
然
化
し
た
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

本
来
の
人
権
保
障
に
つ
な
が
る
よ
う
な
機
能
変
化
を
主
張
し
た
「
外
交
的
保
護
の
機
能
変
化
」
論
文
で
の
把
握
な
ど
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

田
畑
茂
二
郎
「
外
交
的
保
護
の
機
能
変
化
」『
法
学
論
叢
』
五
二
巻
四
号
（
一
九
四
六
年
）、
五
三
巻
一
・
二
号
（
一
九
四
七
年
）。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
小
畑
郁
が
「
外
国
人
が
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
の
国
家
責
任
研
究
」
と
題
し
た
連
作
で
再
検
討
し
て
い
る
。
小
畑
郁
「
一
九
世
紀
中
葉
に

お
け
る
国
債
返
済
を
求
め
る
イ
ギ
リ
ス
外
交
的
保
護
権
の
確
立
」『
神
戸
商
船
大
学
紀
要
．
第
一
類
、
文
科
論
集
』
三
八
号
（
一
九
八
九
年
）
一

―
二
一
頁
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
的
保
護
と
メ
キ
シ
コ
干
渉
一
八
六
一
―
六
二
」
同
、
三
九
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
―
三
一
頁
、
同
「
初
期

パ
ー
マ
ス
ト
ン
外
交
と
外
交
的
保
護
制
約
原
理
と
し
て
の
『
領
域
国
法
に
よ
る
平
等
な
保
護
』
観
念
」
同
、
四
一
号
（
一
九
九
二
年
）
一
―
二
一

頁
な
ど
。

(20
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚘
、
一
―
八
頁
。

(21
)
同
右
、
一
六
二
頁
。

(22
)
同
右
、
二
二
六
頁
。
も
っ
と
も
、
国
連
と
中
立
と
の
関
係
は
も
う
少
し
微
妙
で
あ
っ
て
、
後
の
論
文
で
は
、
や
や
穏
当
な
解
釈
が
と
ら
れ
て
い

る
。
石
本
泰
雄
「
国
際
連
合
と
中
立
」『
国
際
連
合
の
研
究

第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
六
七
―
七
三
頁
。

(23
)
石
本
、
前
掲
注
22
、
八
五
―
八
六
頁
。
同
旨
「
中
立
の
法
律
的
基
礎
」『
中
央
公
論
』
一
九
五
七
年
七
月
号
、「
中
立
制
度
の
発
達
」
国
際
問
題

研
究
所
編
『
中
立
主
義
の
研
究

下
』（
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
六
一
年
）。

(24
)
こ
の
表
現
は
、
芹
田
健
太
郎
が
筆
者
を
含
む
少
人
数
の
研
究
会
の
折
に
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
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(25
)
和
仁
健
太
郎
『
伝
統
的
中
立
制
度
の
法
的
性
格
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

三

戦
争
と
現
代
国
際
法

⑴

戦
争
の
法
的
地
位
の
研
究

さ
て
、
中
立
制
度
の
研
究
が
戦
争
の
法
的
地
位
と
表
裏
一
体
と
考
え
て
い
た
石
本
に
と
っ
て
、
戦
争
の
法
的
地
位
の
問
題
を
正
面
か
ら

取
り
上
げ
る
の
は
ぜ
ひ
必
要
で
あ
り
、
ま
た
必
然
で
も
あ
っ
た
。「
い
わ
ゆ
る
事
実
上
の
戦
争
に
つ
い
て
」
に
始
ま
る
一
連
の
論
文
は
そ

の
課
題
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
「
中
立
制
度
の
成
立
過
程
」
論
文
の
冒
頭
で
戦
争
の
違
法
化
に
触
れ
、
そ
れ
が
近
代
国
際
法
（
の
ち
の
表
現
で
は
「
古
典
的
国

際
法
」）
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
「
最
も
大
き
い
転
換
点
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
は
い
た(26
)。

も
っ
と
も
こ
の
論
文
で
は
、
社
会
経
済
的
基

礎
と
の
関
連
で
「
近
代
国
際
法
」
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
言
及
は

な
い
。
そ
れ
で
も
、
一
七
―
一
八
世
紀
に
お
け
る
国
際
法
学
の
創
始
者
た
ち
の
著
作
に
分
け
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
戦
論
か
ら
無
差
別

戦
争
観
へ
の
展
開
の
中
に
中
立
制
度
の
体
系
的
認
識
の
萌
芽
を
指
摘
し(27
)、

中
立
制
度
の
展
開
、
動
揺
の
過
程
で
の
戦
争
の
法
的
位
置
づ
け

と
中
立
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
全
面
的
に
検
討
し
た
の
が
、『
中
立
制
度
の
史
的
研
究
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
完

成
に
先
立
っ
て
、
戦
争
の
法
的
地
位
を
明
確
に
し
た
の
が
、「
い
わ
ゆ
る
事
実
上
の
戦
争
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。

石
本
は
、
古
典
的
国
際
法
を
、
平
時
と
戦
時
の
二
元
的
構
造
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
を
、
行
為
と
し
て

で
は
な
く
状
態
と
し
て
、
さ
ら
に
法
の
執
行
手
段
と
し
て
で
は
な
く
法
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
し
か
も

こ
れ
は
、
国
際
法
が
平
和
的
行
為
を
規
制
す
る
平
時
国
際
法
と
、
暴
力
的
行
為
を
規
制
す
る
戦
時
国
際
法
の
二
部
門
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
単
純
な
意
味
で
は
な
く
、「
戦
争
と
平
和
が
ま
っ
た
く
次
元
を
異
に
す
る
世
界(28
)」

で
あ
る
こ
と
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
二
元
的
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構
造
が
転
換
し
て
一
元
的
に
な
っ
た
の
が
現
代
国
際
法
で
あ
る
。
そ
の
契
機
が
戦
争
違
法
化
で
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
事
実
上
の
戦
争
に
つ

い
て
」
の
論
文
は
、
古
典
的
国
際
法
に
お
け
る
二
元
的
構
造
把
握
を
、
ケ
ル
ゼ
ン
な
ど
の
正
戦
論
と
対
峙
し
つ
つ
明
確
に
し
た
、
祖
川
武

夫
の
論
文(29
)を

ふ
ま
え
て
、
大
戦
間
期
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
「
事
実
上
の
戦
争
」
と
い
う
概
念
に
着
目
し
て
議
論
を
す
す
め
る
。
そ
し

て
戦
争
違
法
化
が
第
一
次
世
界
大
戦
の
後
し
ば
ら
く
の
間
は
各
国
の
法
意
識
と
し
て
定
着
し
な
か
っ
た
結
果
、「
事
実
上
の
戦
争
」
概
念

が
戦
争
違
法
化
を
骨
抜
き
に
す
る
形
で
現
れ
た
と
指
摘
し
、
よ
う
や
く
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
連
憲
章
や
地
域
的
な
安
全
保
障
条
約
な

ど
の
規
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
欠
陥
が
克
服
さ
れ
、
今
日
で
は
法
律
上
の
戦
争
と
事
実
上
の
戦
争
を
概
念
的
に
区
別
す
る
こ
と
自
体
が
、
国

際
法
の
構
造
を
正
し
く
把
握
し
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
る
も
の
だ
と
論
じ
た(30
)。

古
典
的
国
際
法
の
二
元
的
把
握
は
、
今
日
で
は
「
常
識
」

だ
が
、
そ
れ
を
常
識
化
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
石
本
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
い
わ
ゆ
る
事
実
上
の
戦
争
に
つ
い
て
」
論
文
と
と
も
に
、

一
九
六
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
戦
争
と
現
代
国
際
法
」
が
、
決
定
的
に
重
要
で
あ
る(31
)。

⑵

戦
争
違
法
化
の
課
題

石
本
に
あ
っ
て
は
、
戦
争
違
法
化
の
効
果
は
交
戦
国
と
第
三
国
と
の
関
係
に
お
い
て
決
定
的
に
変
質
し
た
こ
と
、
戦
争
違
法
化
の
機
能

は
、
主
と
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
の
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
段
階
に
お
い
て
、
後
進
資
本
主
義
国
の
軍
事
的
侵
略
政
策
に
対
応

す
る
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
先
進
資
本
主
義
国
の
対
外
政
策
の
正
当
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る(32
)。

こ
の
視
点
は
、
国
際
法
の
機

能
を
社
会
科
学
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
共
通
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
祖
川
武
夫
は
、
早
く

も
一
九
四
八
年
に
は
、
不
戦
条
約
が
戦
争
禁
止
の
違
反
に
対
す
る
制
裁
措
置
を
何
ら
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
独
に
よ

る
世
界
市
場
の
暴
力
的
再
分
割
を
否
認
す
る
た
め
に
差
別
的
中
立
を
と
り
、
戦
争
に
勝
利
し
た
後
に
は
戦
争
責
任
の
個
人
的
追
及
を
行
う

に
あ
た
っ
て
、
差
別
的
戦
争
概
念
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
た(33
)。
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で
は
、
戦
争
違
法
化
は
国
連
の
時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
正
戦
論
の
課
題
と
し
て
石
本
が
提
示
す

る
の
は
、
い
か
に
し
て
侵
略
の
認
定
を
客
観
化
し
、
侵
略
へ
の
対
抗
の
純
粋
化
を
保
障
す
る
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
争
違
法
化
は
、

違
法
な
戦
争
に
対
す
る
法
的
効
果
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
よ
り
は
、
む
し
ろ
戦
争
違
法
化
の
多
角
的
な
実
効
的
保
障
に
こ
そ
最
大
の
課
題

が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
軍
縮
・
紛
争
の
平
和
的
解
決
・
集
団
安
全
保
障
の
三
位
一
体
が
強
調
さ
れ
た
一
九
二
四
年

の
連
盟
総
会
の
討
議
は
、
現
在
一
層
新
鮮
な
意
味
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る(34
)。

と
こ
ろ
で
、
石
本
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
原
著
と
本
格
的
に
対
峙
し
た
の
は
、『
中
立
制
度
の
史
的
研
究
』
以
後
に
書
か
れ
た
「
戦
争
と
現

代
国
際
法
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る(35
)。

戦
争
観
念
の
転
換
を
鋭
く
え
ぐ
っ
た
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
無
差
別
戦
争
観
が
戦
争
を
「
合

理
化
」「
人
道
化
」
し
た
の
に
た
い
し
て
、
差
別
戦
争
観
が
戦
争
を
「
せ
ん
滅
手
段
化
」
し
た
と
捉
え
る
。
そ
こ
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

「
転
換
」
を
否
定
的
に
評
価
し
、
無
差
別
戦
争
観
の
回
復
を
展
望
す
る(36
)。

こ
れ
に
た
い
し
て
石
本
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
戦
争
・
武
力
行
使
違
法
化
の
徹
底
こ
そ
を
高
く
評
価
す
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
指
摘
し
た
「
せ
ん
滅
手
段
と
し
て
の
戦
争

観
」
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
な
議
論
（
戦
争
違
法
化
の
多
角
的
な
実
効
的
保
障
）
は
、
石
本
に
よ

る
ひ
と
つ
の
返
答
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
論
点
が
す
り
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。

別
の
観
点
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
田
畑
茂
二
郎
が
か
つ
て
描
い
た
、「
集
団
安
全
保
障
か
ら
平
和
維

持
活
動
へ
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
あ
る
。
田
畑
は
、
集
団
安
全
保
障
が
「
力
に
対
し
て
力
を
」
と
い
う
方
式
を
と
る
こ
と
で
、
冷
戦
時
代

に
は
集
団
安
全
保
障
の
発
動
が
世
界
戦
争
へ
至
る
こ
と
を
懸
念
し
つ
つ
、
国
連
緊
急
軍
設
置
以
来
幾
度
と
な
く
設
置
さ
れ
た
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
着

目
し
て
、
平
和
の
破
壊
そ
の
も
の
が
発
生
し
な
い
状
況
を
作
る
こ
と
を
意
図
し
た
方
式
を
高
く
評
価
し
た(37
)。

し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
み
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
商
品
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
的
発
展
の
果
実
を
得
た
中
心
部

と
、
中
心
部
と
の
差
異
化
に
よ
っ
て
周
辺
部
に
置
か
れ
た
地
域
・
人
民
と
の
格
差
拡
大
現
象
の
中
で
は
、
周
辺
部
に
置
か
れ
た
地
域
・
人

石本泰雄の国際法学（桐山）

(法雑 ʼ16）62―3・4― 27

三
五
七



民
の
抵
抗
を
抑
え
る
道
具
と
し
て
「
武
力
行
使
の
禁
止
」
が
機
能
す
る
し
、
さ
ら
に
は
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
抑
止
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
も

な
る
の
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
安
全
保
障
理
事
会
の
「
活
性
化
」
に
よ
る
危
機
管
理
政
策
と
し
て
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
や
「
保
護
す

る
責
任
」
論
が
台
頭
し
て
い
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
想
定
し
た
「
世
界
内
戦
」
と
は
違
う
意
味
で
の
武
力
行
使
の
非
人
道
化
が
進
ん
で
い

る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い(38
)。

(26
)
石
本
泰
雄
「
中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
上
）」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
五
一
巻
五
号
（
一
九
五
二
年
）
三
一
―
三
二
頁
。

(27
)
石
本
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
を
嚆
矢
と
す
る
。
石
本
、
同
右
（
下
）、
五
二
巻
三
号
（
一
九
五
三
年
）
八
三
―
八
四
頁
。
も
っ
と

も
こ
れ
は
、
Lauterpacht̀s
O
ppenheim
と
同
旨
。
7th
ed.,V
ol.2,p.626.

(28
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚓
、
六
頁
。

(29
)
祖
川
武
夫
「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
『
戦
争
観
念
の
転
換
』
に
つ
い
て
（
一
）」『
法
学
』
一
七
巻
二
号
（
一
九
五
三
年
）、
小
田

滋
・
石
本
泰
雄
編
『
祖
川
武
夫
論
文
集

国
際
法
と
戦
争
違
法
化
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
所
収
、
一
一
四
―
一
三
七
頁
。

(30
)
石
本
泰
雄
「
い
わ
ゆ
る
事
実
上
の
戦
争
に
つ
い
て
」『
横
田
喜
三
郎
先
生
還
暦
祝
賀

現
代
国
際
法
の
課
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
二
七

九
―
三
二
五
頁
。
こ
の
論
文
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
石
本
、
前
掲
書
注
⚓
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
四
七
―
八
六
頁
。
な
お
、
公
刊
は
『
中
立
制

度
の
史
的
研
究
』
の
方
が
早
か
っ
た
。

(31
)
石
本
泰
雄
「
戦
争
と
現
代
国
際
法
」『
岩
波
講
座

現
代
法
第
一
二
巻

国
際
法
と
現
代
社
会
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）。
こ
れ
は
、
石

本
、
前
掲
書
注
⚔
、
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(32
)
同
右
、
前
掲
書
注
⚔
、
三
三
―
三
四
頁
。

(33
)
祖
川
、
前
掲
書
注
29
、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。
同
、
一
一
一
―
一
一
二
頁
。

(34
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚔
、
四
一
―
四
二
頁
。

(35
)
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ
た
ジ
ュ
リ
ス
ト
掲
載
の
「
戦
争
の
法
的
地
位
」
で
、
初
め
て
D
er
N
om
os
der
Erde
が
参
考
文
献
に
登
場
す
る
。

ま
た
、
翌
年
発
表
の
「
戦
争
と
現
代
国
際
法
」
で
初
め
て
、
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（
前
者
は
、
後
者
の
前
半
部
分
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
）。

(36
)
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
新
田
邦
夫
訳
）『
大
地
の
ノ
モ
ス
』（
慈
学
社
、
二
〇
〇
五
年
）「
第
四
部
第
七
章
現
代
的
殲
滅
手
段
の
戦
争
」、
四
〇

六
―
四
二
六
頁
参
照
。
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(37
)
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
新
講
（
下
）』（
東
信
堂
、
一
九
九
一
年
）
二
二
七
―
二
三
六
頁
。

(38
)
大
竹
弘
二
『
正
戦
と
内
戦
―
―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
際
秩
序
思
想
』（
以
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

四

国
際
法
の
構
造
転
換

⑴

複
数
の
「
転
換
」
論

石
本
は
、
研
究
の
出
発
点
以
来
、
戦
争
の
法
的
地
位
の
変
化
こ
そ
が
、
古
典
的
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
転
換
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
た
が
、
当
初
は
、
古
典
的
国
際
法
体
系
が
一
般
に
構
造
的
な
崩
壊
を
示
し
て
は
い
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
い
る(39
)。

戦
争

観
念
の
転
換
は
、
あ
く
ま
で
国
際
法
の
規
範
論
理
の
構
造
を
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
国
際
法
体
系
そ
の
も
の
が
転
換
す
る
と
い
う
こ

と
に
ま
で
議
論
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
転
換
」
は
変
化
や
変
遷
と
い
う
言
葉
と
比
べ
て
「
鋭
角
的
表
現(40
)」

で
は

あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
比
喩
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
、「
転
換
」
論
で
は
な
い
が
、
国
際
法
規
範
の
基
盤
そ
の
も
の
で
あ
る
国
際
社
会
の
構
造
変
化
に
着
目
し
た
議
論
も
魅

力
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
議
論
を
牽
引
し
た
の
は
、
田
畑
茂
二
郎
で
あ
っ
た
。
石
本
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
六
年
に
「
岩
波
全
書
」
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
』
は
、
輸
入
学
問
か
ら
始
ま
っ
た
日
本
の
国
際
法
学
か
ら
脱
し
て
、
国
際
法
の
論
理
構
造
の
主
体

的
な
解
釈
と
叙
述
の
段
階
を
も
た
ら
し
た
、
田
岡
良
一
、
横
田
喜
三
郎
の
第
二
段
階
の
仕
事
を
ふ
ま
え
て
、
国
際
法
の
歴
史
的
本
質
を
認

識
す
る
科
学
性
を
備
え
た
国
際
法
学
の
段
階
と
い
う
意
味
で
の
第
三
段
階
を
告
げ
る
も
の
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る(41
)。「

い
わ

ゆ
る
近
代
国
際
法
の
構
造
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
現
在
の
段
階
に
お
い
て
、
な
お
ど
れ
だ
け
の
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
か
を
検

討
す
る
」
こ
の
書
物
が
石
本
の
関
心
を
ひ
か
な
い
は
ず
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
田
畑
の
問
題
意
識
は
、
世
界
連
邦
の
樹
立
を
理
想
と
す
る

超
越
的
・
普
遍
主
義
＝
温
室
的
世
界
主
義
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
か
ら(42
)、

国
家
主
権
を
構
造
的
支
柱
と
す
る
近
代
国
際
法
は
、
第
一
次
世
界
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大
戦
後
の
戦
争
の
違
法
化
や
制
裁
体
制
の
樹
立
、
紛
争
の
平
和
的
処
理
手
続
の
進
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
根
底
か
ら
変
化
し
た
と
は
言
え
な

い
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
石
本
は
、
田
畑
の
論
証
が
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
一
九
世
紀
に
お

け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
主
た
る
担
当
者
と
し
た
古
典
的
国
際
法
が
、
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
さ
ら
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
っ
て

承
継
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
の
変
化
を
、
単
に
ひ
と
つ
の
展ㅟ

開ㅟ

の
過
程
と
し
て
把
握
し
う
る
か
否
か
は
か
な
り
問
題
で

あ
る
。
問
題
は
近
代
国
際
法
の
終
始
か
わ
ら
ぬ
一
貫
性
に
だㅟ

けㅟ

あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
段
階
的
変
化
の
社
会
的
内
実
に

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か(43
)」

と
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。

石
本
に
あ
っ
て
は
、「
人
間
の
肉
体
に
宿
る
規
範
意
識
の
総
体
こ
そ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
を
生
み
出
し
、
維
持
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
こ
そ
国
際
法
の
究
極
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
を
法
た
ら
し
め
て
い
る
基
本
的
な
モ
メ
ン
ト
で
あ(44
)」

っ
て
、
転
換
過
程

を
規
定
す
る
の
は
、
こ
の
国
際
法
意
識
を
支
え
る
担
い
手
の
拡
大
と
意
識
の
質
的
変
化
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
国
際
法
に
対
す
る
「
一

種
の
物
神
崇
拝
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ(45
)」

る
。
し
た
が
っ
て
「
国
際
法
の
内
実
へ
の
正
当
性
の
判
断
が
停
止
さ
れ
、
形
式
的
『
合
法

性
』
へ
の
崇
拝
が
一
般
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
国
際
法
が
利
己
的
政
策
の
単
な
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
途
を
開
く
こ
と
に
な

ろ
う(46
)」

と
い
う
。「
国
際
法
―
―
そ
の
物
神
崇
拝
」
は
、
明
治
期
に
お
け
る
日
本
政
府
の
国
際
法
に
対
す
る
消
極
的
態
度
か
ら
、
第
二
次

世
界
大
戦
敗
北
後
の
国
際
法
へ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
の
「
合
法
性
信
仰
」
に
つ
い
て
、
ま

た
国
際
法
学
者
た
ち
に
よ
る
国
際
裁
判
の
強
制
管
轄
権
受
諾
提
案
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
国
際
法
が
常
に
「
物
神
崇
拝
」
の
対
象
と

な
る
こ
と
、
従
っ
て
国
際
法
の
内
実
に
つ
い
て
不
断
に
批
判
的
吟
味
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
こ
と
を
説
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る(47
)。

こ
れ
に
刺
激
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
執
筆
の
機
が
熟
し
た
の
か
、
そ
の
一
〇
年
後
、
田
畑
は
、『
国
際
法
（
第
二
版
）』
を
公

に
し
、
国
際
法
の
歴
史
を
扱
う
章
に
新
た
な
節
「
国
際
社
会
の
構
造
変
化
と
国
際
法
」
を
設
け
て
、
社
会
主
義
諸
国
や
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
諸
国
の
国
際
社
会
へ
の
登
場
が
国
際
社
会
の
構
造
変
化
を
象
徴
し
て
い
る
と
し
、
国
際
法
主
体
の
世
界
的
規
模
へ
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
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既
存
の
法
規
範
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
重
視
し
、
そ
こ
に
国
際
法
の
変
質
を
位
置
づ
け
た(48
)。

他

方
で
田
畑
は
、
自
助
の
手
段
と
し
て
戦
争
は
一
般
に
合
法
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
逆
に
言
え
ば
、
侵
略
戦
争
は
近
代
国
際
法
で
も
禁
止
さ

れ
て
い
た
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
か
ら
、
祖
川
や
石
本
の
言
う
戦
争
観
念
の
転
換
論
と
は
異
な
る
意
味
で
の
構
造
変
化
を
説
い
た
こ

と
に
な
る
。

時
代
は
下
っ
て
、
一
九
九
六
年
に
芹
田
健
太
郎
は
、
国
際
社
会
の
変
容
に
着
目
す
る
田
畑
の
立
場
を
具
体
化
し
た
と
思
わ
れ
る
観
点
か

ら
国
際
法
規
範
の
重
層
性
を
説
い
た
。
芹
田
に
よ
れ
ば
、
社
会
主
義
諸
国
が
既
存
の
欧
州
諸
国
の
中
に
登
場
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
国
際

社
会
の
変
容
に
お
い
て
非
植
民
地
化
現
象
が
最
重
要
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
近
代
国
内
法
が
、
市
民
法
か
ら
社
会
法
へ
と
進
ん
だ
こ
と

と
パ
ラ
レ
ル
に
、
国
際
社
会
も
市
民
法
か
ら
社
会
法
に
（
こ
こ
で
、
開
発
の
国
際
法
に
着
目
し
て
い
る
）、
つ
ま
り
形
式
的
平
等
か
ら
実

質
的
平
等
へ
の
転
換
過
程
に
あ
る
こ
と
を
（
あ
る
べ
き
こ
と
を
？
）
強
調
す
る
。
こ
の
場
合
の
重
層
性
と
は
、
抽
象
的
国
家
観
に
基
づ
く

国
際
法
規
範
、
非
植
民
地
化
に
伴
う
過
渡
期
の
規
範
、
具
体
的
国
家
観
に
基
づ
く
規
範
、
普
遍
的
法
へ
の
萌
芽
と
し
て
の
環
境
・
人
権
の

規
範
、
の
四
つ
を
あ
げ
た(49
)。

⑵

国
際
法
体
系
の
再
構
築
へ
向
け
て

以
上
の
よ
う
に
、「
構
造
転
換
」
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
含
み
な
が
ら
日
本
の
国
際
法
学
に
一
石
を
投
じ
て
き
た
。
石

本
自
身
も
、
戦
争
観
念
の
転
換
を
基
軸
に
し
た
国
際
法
体
系
全
体
が
「
転
換
の
過
程
に
は
い
っ
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
に

入
っ
た
。
本
論
冒
頭
に
紹
介
し
た
一
九
八
〇
年
以
降
の
諸
論
文
で
あ
る
。

戦
争
観
念
の
転
換
に
よ
っ
て
、
古
典
的
国
際
法
は
現
代
国
際
法
へ
と
構
造
転
換
を
果
た
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
転
換
の
序
曲
に
す
ぎ
ず
、

や
が
て
は
「
暴
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
体
制
一
般
の
解
体
を
も
た
ら(50
)」

さ
ず
に
は
い
な
い
。
こ
れ
は
、
古
典
的
国
際
法
体
系
を
、
別
の
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観
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
。
石
本
に
よ
れ
ば
、
古
典
的
国
際
法
た
る
平
時
国
際
法
は
国
内
私
法
の
原
理
か
ら
類
推

さ
れ
、
そ
れ
を
国
際
社
会
の
現
状
に
あ
う
よ
う
な
形
に
「
修
飾
」
し
た
上
で
体
系
化
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
私
法
の
錬
金
作
業
）。

こ
の
体
系
が
、
戦
争
違
法
化
を
契
機
に
し
た
暴
力
的
秩
序
の
否
定
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
国
際
法
に
移
入
さ
れ
た
私
法
原
理
の
再
吟
味
と

し
て
、
以
下
の
よ
う
に
転
換
さ
れ
る
。
⑴
す
べ
て
の
自
然
人
に
法
人
格
を
認
め
た
国
内
私
法
に
対
し
て
、
古
典
的
国
際
法
は
、「
力
を
持

つ
国
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
」
の
み
を
「
国
」
と
し
て
認
め
、
他
の
政
治
組
織
の
法
人
格
を
制
限
な
い
し
否
認
し
た
。
そ
れ
が
、
す
べ
て
の

「
国
家
的
実
体
」
を
意
味
す
る
「
人
民
」
の
法
人
格
承
認
へ
と
転
換
し
た
。
そ
し
て
、
従
来
抑
圧
さ
れ
て
き
た
「
人
民
」
の
権
利
に
対
す

る
「
原
状
回
復
」
と
「
補
償
」
を
求
め
る
声
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
等
価
交
換
的
観
念
に
貫
か
れ
た
国
際
法
規
範
と
、

補
償
的
不
平
等
観
念
に
貫
か
れ
る
国
際
法
規
範
と
の
二
重
規
範
に
転
換
し
た
。
⑵
国
家
の
排
他
的
な
統
治
権
を
認
め
、
国
家
間
の
利
害

調
整
に
終
始
し
て
き
た
古
典
的
国
際
法
が
、「
人
」
レ
ベ
ル
に
ま
で
法
益
を
拡
大
し
、
一
般
的
・
大
規
模
に
、
人
権
の
視
点
に
立
つ
統
治

権
行
使
の
制
限
へ
と
転
換
し
た
。
⑶
国
家
間
の
条
約
の
拘
束
性
と
「
条
約
自
由
の
原
則
」
の
絶
対
性
か
ら
、
強
制
に
よ
る
条
約
の
効
力

否
認
と
、
ユ
ス
・
コ
ー
ゲ
ン
ス
観
念
の
導
入
に
よ
る
暴
力
的
秩
序
の
否
認
へ
と
転
換
し
た(51
)。

こ
こ
に
、
古
典
的
国
際
法
体
系
の
現
代
国
際
法
体
系
へ
の
転
換
の
骨
格
が
鮮
や
か
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(39
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚓
、
五
六
頁
。

(40
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚔
、
五
七
頁
。

(41
)
石
本
泰
雄
「
書
評

田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
』」『
法
律
時
報
』
二
九
巻
一
号
（
一
九
五
七
年
）
五
九
頁
。

(42
)
た
と
え
ば
、
田
畑
茂
二
郎
『
世
界
政
府
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
）
は
、
一
世
を
風
靡
し
た
エ
ミ
リ
ー
・
リ
ー
ブ
ス
ら
の
世
界
政

府
の
樹
立
こ
そ
が
原
子
力
時
代
に
お
け
る
人
類
の
破
局
を
救
う
も
の
で
あ
る
と
し
、
各
国
が
主
権
を
委
譲
し
て
世
界
連
邦
を
打
ち
立
て
る
べ
き
こ

と
を
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
が
社
会
的
基
礎
と
の
関
連
を
無
視
し
た
空
論
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
。
二
一
七
―
二
一
九
頁
。

(43
)
石
本
、
前
掲
書
評
注
41
、
六
一
頁
。
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(44
)
石
本
泰
雄
「
国
際
法
の
構
造
転
換
」、
前
掲
書
注
⚓
、
所
収
、
一
一
頁
。

(45
)
同
右
。

(46
)
石
本
泰
雄
「
国
際
法
―
そ
の
物
神
崇
拝
」、
前
掲
書
注
⚓
、
所
収
、
四
六
頁
。

(47
)
同
右
。

(48
)
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
（
第
二
版
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
一
一
六
―
一
三
六
頁
。

(49
)
芹
田
健
太
郎
『
普
遍
的
国
際
社
会
の
成
立
と
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
第
八
章
国
際
社
会
の
変
容
と
国
際
法
規
範
の
重
層
性
、
二

二
七
―
二
五
二
頁
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
範
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
規
範
間
の
矛
盾
に
つ
い
て
も
言
及
は
な
い
。

(50
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚓
、
二
一
頁
。

(51
)
同
右
、
二
二
―
二
九
頁
。

五

お
わ
り
に
―
―
石
本
国
際
法
学
の
継
承
に
向
け
て

石
本
は
、
構
造
転
換
に
つ
い
て
対
話
形
式
の
啓
発
的
な
論
文
を
発
表
す
る
な
ど
、
自
ら
の
立
場
に
つ
い
て
そ
の
後
も
精
力
的
に
発
信
し

た(52
)。

構
造
転
換
に
つ
い
て
の
石
本
の
鮮
や
か
な
描
写
は
、
国
際
法
の
実
効
性
を
担
保
す
る
の
が
主
体
者
の
自
発
的
な
規
範
遵
守
の
意
識
以

外
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
川
島
武
宜
の
議
論
を
下
敷
き
に
し
、
担
い
手
の
拡
大
と
意
識
の
質
的
変
化
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
国
際
社
会
の
構
造
変
化
を
重
視
す
る
田
畑
ら
が
、
社
会
主
義
諸
国
や
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
や
従
属
地
域
と

い
っ
た
、
近
代
国
際
法
の
も
と
で
は
主
体
と
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
担
い
手
の
登
場
を
捉
え
て
い
る
こ
と
と
照
合
す
る
。
藤
田
久
一
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
祖
川
・
石
本
構
造
転
換
論
と
田
畑
構
造
変
化
論
は
整
合
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る(53
)。

し
か
し
、
松
井
芳
郎
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
綜
合
」
に
よ
っ
て
「
国
際
法
の
転
換
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
た

わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
社
会
経
済
的
基
礎
が
解
明
さ
れ
尽
く
し
た
わ
け
で
も
な
い(54
)」。

国
際
法
の
個
別
領
域
で
の
検
証
と
、
法
規
範

の
変
化
を
も
た
ら
し
た
経
済
的
社
会
的
基
礎
の
的
確
な
分
析
は
、
一
朝
一
夕
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
は
言
え
、「
国
際
法
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で
飯
を
喰
う
わ
れ
わ
れ
国
際
法
専
門
家
に
と
っ
て(55
)」

の
宿
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
石
本
の
構
造
転
換
に
つ
い
て
の
鮮
や
か
な
描
写
に
も
関
わ
ら
ず
、
私
法
原
理
の
国
際
法
へ
の
導
入
に
関
わ
っ
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
点
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
⚑
）
私
法
に
お
い
て
も
す
べ
て
の
「
人
」
の
法
人
格
承
認
と
い
う
場
合
の
「
人
」
は
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
。
近
代
法
形
成
の
初
期

に
は
「
家
長
」
の
み
が
「
人
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
限
定
す
る
こ
と
で
近
代
法
が
確
立
し
た
（
た
と
え
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
）。
そ
れ

が
資
本
制
経
済
の
発
展
と
と
も
に
、
法
主
体
も
拡
大
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、「
市
民
社
会
の
法
」
か
ら
「
大
衆
社
会
の
法
」
へ
の
進
展
＝
転

換
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
で
あ
る
。
国
際
法
に
お
い
て
も
「
主
体
」
は
、
資
本
制
経
済
の
発

展
＝
世
界
市
場
の
進
展
と
と
も
に
拡
大
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
」
か
ら
「
普
遍
的
国
際
社
会
の
法
」
へ
と
進
展
＝
転
換

を
経
験
し
た
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
石
本
が
想
定
す
る
以
上
の
、
国
内
法
と
国
際
法
と
の
間
の
深
刻
な
対
応
関
係
が
あ
る
。

（
⚒
）
統
治
権
の
制
限
＝
人
レ
ベ
ル
へ
の
法
益
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
資
本
制
経
済
の
進
展
に
伴
う
「
変
容
」
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
権
の
国
際
的
保
障
が
、
す
で
に
一
定
程
度
の
保
障
を
実
現
し
て
い
る
先
進
国
に
お
い
て
保
護
を
若
干
加
重
す
る
に

過
ぎ
ず
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
体
制
）、
途
上
国
の
人
権
保
障
こ
そ
が
資
本
の
海
外
進
出
に
伴
う
投
資
環
境
の
整
備
と
い
う
、
世
界
資

本
主
義
の
要
請
の
重
要
な
モ
メ
ン
ト
を
も
つ
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
新
国
際
経
済
秩
序
樹
立
宣
言
に
お
い
て
市
場
原
理
を
否
定
す
る

よ
う
な
形
で
提
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
原
則
が
、
先
進
国
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
樹
立
宣
言
自
体
の
実
現
が
拒
ま
れ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
国
内
の
警
察
活
動
が
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
に
、「
保
護
す
る
責
任
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
武
力
行
使
の
禁
止
原
則
を
修

正
し
て
、
人
権
保
護
の
た
め
に
は
武
力
介
入
も
許
さ
れ
る
と
い
う
主
張
も
登
場
し
て
く
る
の
は
そ
う
し
た
背
景
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
て
み
る
と
、
国
際
法
と
国
内
法
の
深
刻
な
ま
で
の
対
応
関
係
を
認
識
す
る
こ
と
自
体
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
国
際
社
会
と
国
内
社

会
を
分
離
さ
せ
な
が
ら
も
結
合
さ
せ
て
い
る
資
本
制
経
済
の
あ
り
方
と
、
国
際
法
の
規
範
構
造
と
の
連
関
の
解
明
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に

論 説
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気
づ
く
は
ず
で
あ
る(56
)。

(52
)
石
本
、
前
掲
書
注
４
所
収
の
「
国
際
法
の
構
造
転
換
―
―
総
論
の
た
め
の
対
話
」（
五
七
―
八
九
頁
）
は
、
一
九
八
六
年
執
筆
の
「
シ
ナ
リ
オ
」

で
あ
る
が
、
対
話
体
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
構
造
転
換
論
を
「
わ
か
っ
た
気
に
」
さ
せ
て
く
れ
る
。

(53
)
藤
田
久
一
「
国
際
法
学
の
歩
み
と
展
望
」『
法
の
科
学
』
五
号
（
一
九
七
七
年
）
八
二
頁
。
ま
た
、
松
井
、
前
掲
論
文
注
⚖
、
二
二
頁
も
同
旨
。

(54
)
松
井
、
前
掲
論
文
注
⚖
、
二
五
―
二
六
頁
。

(55
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚓
、
六
七
頁
。
ま
た
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
石
本
の
業
績
と
し
て
は
、
他
に
（
⚑
）
日
米
安
保
を
中
心

に
し
た
日
本
の
対
外
関
係
に
関
わ
る
問
題
や
（
⚒
）
国
連
研
究
の
中
で
も
特
に
安
全
保
障
論
に
関
係
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
国
際
法
学

界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
論
壇
で
注
目
を
浴
び
た
。
日
米
安
保
に
つ
い
て
は
多
く
の
国
際
法
学
者
が
論
陣
を
張
っ
た
が
、
石
本
は
、
一
九
六
〇
年

代
か
ら
七
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
、
安
全
保
障
に
関
わ
っ
て
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
社
会
科
学
者
と
し
て
多
方
面
の
論
文

を
も
の
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
対
談
・
座
談
会
に
参
加
さ
れ
、
発
言
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
国
際
法
学
者
と
し
て
は
異
例
の
存
在
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
。

(56
)
本
文
で
も
言
及
し
た
が
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
慎
重
な
検
討
の
中
か
ら
新
た
な
国
際
法
体
系
像
を
構
築
し
て
い
く
道
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

石
本
自
身
は
、
筆
者
と
の
会
話
の
中
で
、
法
的
人
格
、
私
的
所
有
権
、
契
約
の
拘
束
性
を
基
本
的
範
疇
と
し
て
、
通
商
航
海
条
約
を
考
察
の
出
発

点
に
お
い
た
国
際
法
体
系
が
描
け
な
い
か
構
想
を
話
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
一
端
は
、
石
本
、
前
掲
書
注
⚔
、
六
八
―
七
〇
頁
に
垣
間
見
ら
れ
る

が
、『
資
本
論
』
を
ふ
ま
え
た
こ
の
構
想
を
引
き
継
ぐ
能
力
は
筆
者
に
は
な
い
。

(57
)
石
本
、
前
掲
書
注
⚔
、
六
一
頁
。

石
本
泰
雄
先
生
、
先
生
は
田
岡
良
一
先
生
の
自
衛
権
論
を
評
さ
れ
る
中
で
「
先
生
の
お
仕
事
を
理
論
的
に
整
序
し
て
継
承
す
る
若
い
も
の
が
い
な

い
」
と
嘆
か
れ
、
若
い
も
の
と
は
「
私
の
こ
と
だ
」
と
教
師
（
某
）
に
語
ら
せ
て
い
ま
し
た
ね(57
)。

そ
の
言
葉
通
り
、
右
の
よ
う
な
仕
事
は
「
僕
が
や

る
」
と
言
い
か
ね
ま
せ
ん
が
、
今
は
し
ば
ら
く
お
休
み
に
な
ら
れ
、
天
国
か
ら
ご
笑
覧
く
だ
さ
い
。
合
掌
。

石本泰雄の国際法学（桐山）
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